
平成 31 年３月 22 日 

消 防 庁 

「超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会報告書」 

及び「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン（一部改訂）」の公表 

１ 検討結果（概要） 

(1) 検討部会の委員名簿や報告書の概要は、別紙のとおりです。

(2) 報告書及びガイドライン（改訂版）の全文は、消防庁ホームページに掲載します。

（4TUhttp://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h30/daikibobokataisyo_jieisyobou/index.htmlU4T） 

２ 検討部会の提言を受けたガイドラインの主な改訂内容 

 不特定多数かつ多様な者が利用し、火災や地震発生時の状況把握や避難誘導が困難とな

る超大規模防火対象物等 P

※１
Pにおいては、自衛消防組織 P

※２
Pの本部隊の指揮能力等を向上さ

せるためにシナリオ非提示型図上訓練の実施が特に望ましいこととし、当該訓練の実施要

領をガイドラインに追加しました。 

※１ 超大規模防火対象物等とは、「超大規模防火対象物」及び「大規模、高層の建築物が地下部分や

駅施設等を介して複雑に接続された超大規模な建築物群」のことをいい、「超大規模防火対象物」と

は、自衛消防組織 P

※２
Pの設置義務対象のうち、以下の全てに該当する防火対象物のことです。 

(1) 不特定多数の者が利用する特定防火対象物（競技場、商業施設、ホテル等）、駅舎、空港

(2) 収容人員が 10,000人以上

(3) 高さが 200ｍ以上又は延べ面積が 200,000㎡以上

※２ 自衛消防組織とは火災や地震発生時の初期消火や消防機関への通報、応急救護等を円滑に行い、

建築物の利用者の安全を確保するため、消防法第８条の２の５に基づき設置されるものです。 

３ 備考 

「概要資料」については、総務省ホームページ（4TUhttp://www.soumu.go.jp/）U4Tの「報道資料」

欄に、また消防庁ホームページ（4Thttp://www.fdma.go.jp/）4Tの「報道発表」欄に、本日（22

日（金））14時を目処に掲載するほか、総務省消防庁予防課（総務省３階）において閲覧に供

するとともに配布します。 

多様な在館者が多数利用する超大規模な商業施設やターミナル施設等における火災時や

地震発生時の自衛消防活動の運用実態を把握し、課題を整理するとともに、当該活動の実効

性を向上させる方策について検討するため、「超大規模防火対象物等における自衛消防活動

のあり方に関する検討部会」を開催しました。 

このたび、検討結果を踏まえ、報告書及びガイドライン（改訂版）を取りまとめましたの

で、公表します。 

（連絡先）消防庁予防課 

鈴木補佐、坂本係長、川橋総務事務官 

TEL：03-5253-7523（直通） 

FAX：03-5253-7533 

http://www.soumu.go.jp/%EF%BC%89
http://www.fdma.go.jp/%EF%BC%89%E3%81%AE
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超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会報告書（概要） ①

近年、大都市においては、①高さが100ｍを大きく超える超高層の建築物、②延べ面積が100,000㎡を大きく超える建築物や、
在館者が超多数（数千人や数万人規模）となる建築物、③大規模、高層の建築物が地下部分や駅施設等を介して複雑に接続され、
超大規模な建築物群を形成しているものなど、超大規模化、超複雑化した防火対象物（以下「超大規模防火対象物等」という。
定義は次ページ参照。）が出現している。
超大規模防火対象物等の多くは、建物に不案内かつ多様な在館者が多数利用する大規模な集客施設となっており、火災時や地

震時の安全性を確保するため、当該対象物におけるハード面の対策の状況に応じ、自衛消防組織の活動を特に有効に機能させる
ことが必要となる。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、多数の外国人来訪者や障害者の方々が安
心してこれらの施設を利用できるよう、火災時や地震時の避難誘導等における配慮を行うことも求められている。
このような状況を踏まえ、超大規模防火対象物等における自衛消防活動の運用実態の把握、課題の整理及び実効性を向上させ

る方策について検討を行った。

検討の目的

◎ 小林 恭一 東京理科大学総合研究院教授
森山 修治 日本大学工学部建築学科教授
水野 雅之 東京理科大学大学院理工学研究科国際火災科学専攻准教授
岩佐 英美子 一般社団法人日本ホテル協会
小野 桂寿 東日本旅客鉄道株式会社 安全企画部安全基準・防災グループ
古泉 修 独立行政法人日本スポーツ振興センター新国立競技場設置本部
田上 進作 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 専門委員
田中 幸司 成田国際空港株式会社 空港運用部門保安警備部 ※第１回
熊谷 直也 成田国際空港株式会社 空港運用部門保安警備部 ※第２回～
町田 武士 東京地下鉄株式会社 鉄道本部安全・技術部 防災担当課長
村上 哲也 一般社団法人日本ショッピングセンター協会
村上 弘 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会
山本 正彦 一般社団法人全国警備業協会 研修センター次長
沖 裕二 東京消防庁予防部防火管理課長
川島 彰 千葉市消防局予防部予防課査察対策室長
鈴木 恵子 消防庁消防研究センター 技術研究部
三浦 敏也 大阪市消防局予防部予防課長
村上 敏彦 名古屋市消防局予防部予防課長

実態調査により、自衛消防組織の本部隊の指揮能
力、状況判断能力、避難誘導能力等の向上について、
更なる対応が必要であることが判明したため、超大
規模防火対象物等における自衛消防活動に関する訓
練の充実・強化策を検討した。

主な検討課題

 第１回検討部会：平成30年６月20日
 第２回検討部会：平成30年10月31日
 第３回検討部会：平成31年２月13日

検討の経過

検討会委員（◎：座長）

検討の結果

超大規模防火対象物等においては、自衛消防組織の本部
隊を対象としたシナリオ非提示型図上訓練の実施が特に望
ましいこととし、当該訓練の実施要領を「大規模地震等に
対応した消防計画作成ガイドライン（平成20年消防
庁）」に追加した。
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超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会報告書（概要） ②

超大規模防火対象物等とは、「超大規模防火対象物」及び「大規模、高層の建築物が地下部分や駅施設等を介して複雑に接続
された超大規模な建築物群」のことをいう。また、「超大規模防火対象物」とは、自衛消防組織の設置義務対象※１のうち、
以下の全てに該当する防火対象物とする。

○ 不特定多数の者が利用する特定防火対象物※２、駅舎、空港
○ 収容人員が10,000人以上
○ 高さが200ｍ以上又は延べ面積が200,000㎡以上

超大規模防火対象物等とは

※１ 消防法第８条の２の５に規定
※２ 消防法第17条の２の５に規定

１ 現状の訓練の主な課題
○ シナリオを事前に周知する「事前周知型」の訓練では本部隊の指揮能力等の向上に十分な効果が上げられない。
○ 参加者の人数や時間の確保がという観点から、通常の訓練（実働訓練）では人数や時間が制限される。

２ 主な課題への対応方策
○ シナリオを事前に周知しない「シナリオ非提示型」の訓練により、本部隊の指揮能力等の向上に有効。
○ 「図上訓練」を定期的に複数回実施することによって、十分な訓練時間を確保したり、参加者を多くすることが可能。

３ 検討結果
超大規模防火対象物等において、「シナリオ非提示型図上訓練」を実施することが特に望ましい。なお、自衛消防組織の

設置義務がある大規模防火対象物についても、「シナリオ非提示型図上訓練」を実施することが望ましい。

訓練の充実・強化方策の検討

１ 訓練参加者
自衛消防組織の本部隊において、本部隊隊員や地区隊隊員を指揮する立場の者をプレイヤーとする。

２ 実施場所
防災センター(業務に支障が出る場合は、会議室等)

３ 実施時間、実施頻度
基本的には、30分から１時間程度の訓練を１ヶ月に１回程度実施することが望ましい。

４ 実施内容
コントローラーが自衛消防組織の本部隊（プレイヤー）に対して、訓練シナリオに基づき、予想される災害時の状況、事
案等を口頭及び紙面で付与し、プレイヤーがその対応を考え、コントローラーに返答する。訓練終了後、プレイヤー、コン
トローラー、シナリオ作成者等により振り返りを行う。

「シナリオ非提示型図上訓練」の実施要領



超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会報告書（概要） ③

＜空港＞
○主なシナリオ
・平日昼に震度５強の地震が発生
・最初の地震から数十分後に震度
６弱の地震が発生

・火災やエレベーター閉じ込め事
案の発生

・大津波警報の発表
・多数の避難者の発生

○自衛消防組織の本部隊の能力の向上
が期待できる事項
・館内放送による在館者に対する一
斉避難の抑制

・防火区画閉鎖による水平方向避難
誘導

・大津波警報発表時の避難誘導

○更なる工夫が必要である点
・想定の難易度が低かったため、
「複数の場所で自動火災報知設備
の感知器が発報しており火災の発
生場所が特定できない」など、シ
ビアな想定を複数盛り込む。

・外国人、障害者対応を入れ、災害
情報の伝達要領や個別対応要領を
加える。

○実証訓練の実施風景

＜観覧場を含む多数集客施設群＞
○主なシナリオ
・休日昼に震度５強の地震が発生
・最初の地震から数十分後に震度
６弱の地震が発生

・ジェットコースターが地上80m
の位置で緊急停止

・火災が複数発生、負傷者多数発生
・死者や多数の避難者の発生

○自衛消防組織の本部隊の能力の向上
が期待できる事項
・複数の集客施設の適切な管理
・複数の自衛消防隊の連携
・館内放送及び大型ビジョンを活用
した避難誘導

○更なる工夫が必要である点
・想定付与の情報をホワイトボード
等に記載するようにする。

・訓練施設の図面や自衛消防隊員
の人数等をホワイトボード等に
表示し、対応状況を把握できる手
法を用意する。

○実証訓練の実施風景

＜超高層複合用途商業ビル＞
○主なシナリオ
・平日昼に震度５強の地震が発生
・最初の地震から数十分後に震度
６弱の地震が発生

・スプリンクラー設備破損、補助
散水栓ホース切断

・超高層階で火災が発生
・外国人がパニックを起こす

○自衛消防組織の本部隊の能力の向
上が期待できる事項
・避難指示指定階以外に対する一
斉避難の抑制

・消防用設備等破損等のアクシデ
ント発生時の対応

・外国人来館者に対する避難誘導

○更なる工夫が必要である点
・一つの想定付与に対して、どこま
で答えて良いのか悩む場面があり、
対応を回答するための一定の基準
を用意する。

○実証訓練の実施風景

＜超高層複合用途駅ビル＞
○主なシナリオ
・平日昼に震度５強の地震が発生
・最初の地震から数十分後に震度
６強の地震が発生

・スプリンクラー設備破損、補助
散水栓ホース切断

・超高層階で火災が発生
・他の防災センター（駅部分）か
ら災害情報等が共有

○自衛消防組織の本部隊の能力の向
上が期待できる事項
・高層フロアにある副防災セン
ターや他の防災センター（駅部
分）との連携

・低層、高層の多数の避難者の迅
速かつ安全な避難誘導

○更なる工夫が必要である点
・地震により計画上の避難通路が
使用不可となる想定を盛り込む。

・ブラックアウトなどインフラが
切断される想定を盛り込む。

・不特定多数の施設利用者の避難
誘導に関して、特に超高層階か
らの避難誘導が円滑に実施でき
るか、引き続き、施設関係者間
で協議。

○実証訓練の実施風景

「シナリオ非提示型図上訓練」の実証結果
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